
私は以下の理由から、人権委員会設置法案の国会提出に反対いたします。  

 

１．人権侵犯事件の９９％は現行制度で解決しており、人権委員会はまったく必要ないどころか、かえって人権侵害を助長す

る恐れがあります 

 

法務省は、人権委員会設置の理由を「数々の人権問題が起きていること」としています。 

しかし、法務省自らが発表した“平成２２年中の「人権侵犯事件」の状況”によると、救済手続開始件数が２１，６９６件あ

ったのに対し、２１，５００件が処理されています。 

つまり、９９％の人権侵犯は現行法で解決できているのです。  

 

残りの１％については解決できなかった原因を調べ、より直接的な対策を取った方が実効性が高いはずです。 

にもかかわらず、残り１％の解決と人権委員会がどう結びつくのか、抽象的な理由に終始して何ら具体的な説明ができないま

ま闇雲に人権委員会を設置しようとする法務省の姿勢は、本当に困っている人の問題をきめ細かく解決しようとするものとは

とても言えません。 

国民への説明と称して発表したＱ＆Ａにおいても、法案の必要性を主張する場合に限って人権侵犯数の多さのみを強調し、処

理数を表示しないやり方も非常に恣意的で、国民に対する誠実な情報開示とはかけ離れたものです。  

 

また、ストーカー規制法、ＤＶ防止法など、すでに多くの個別法があります。 

現状で対応できない事例については、これら個別法を改正・新設したり、現在ある機関をより円滑に連携させたりした方が適

切な場合も多いはずです。 

にもかかわらず人権委員会の設置に無駄な労力を費やせば、むしろ必要な措置がおろそかになり、かえって人権侵害を助長す

る結果となります。 

 

２．国際的な勧告は、３条委員会設置の理由にはなり得ません   

 

法務省は、「公権力による人権侵害」に対処するための、政府から独立した機関を設置するよう求めた、「パリ原則」などの

国際的な勧告を、「３条委員会」設置の理由にしています。  

ところが法務省発表の資料を見ても、「パリ原則に合致した機関が日本に必要か」という初歩的な検証をした形跡すらありま

せん。 

新たな機関設置の根拠としてパリ原則を持ち出すのであれば、パリ原則に合致した機関を有するアフガニスタン、ルワンダ、

韓国などと日本の人権状況とを比較し、日本の人権状況が本当にそのような機関を持つ国よりも劣っているのか、そのような

機関が日本の人権状況に照らして有効な対策と言えるのか、十分な検証をすべきではないでしょうか。   

 

「３条委員会」の必要性の検証も極めて不十分です。３条委員会の独立性の高さは、憲法６５条（行政権は内閣に属する）や、

６６条（内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う）などに違反する疑いがあるほどで、明確な理由や必要性が

ある場合に限って認められる、あくまで例外的なものとされています。  

したがって、独立性が高いことによりかえって人権機関が暴走する恐れが出てくることも考慮すれば、独立性が低くてもその

ような恐れの少ない他の機関でも十分なはずです。  

法務省は「独立性」だけを連呼して強引に３条委員会を設置しようとしていますが、他の機関ではなぜ不十分なのか明確な説

明を国民にしないまま、憲法違反の疑いもある機関を押し付けようとしており、あまりに無責任な姿勢と言わざるを得ません。   

 

また、私人間の人権問題に対処する機関は、恣意的に運用されれば表現の自由を侵害する恐れが大きくなるため、公権力の問

題を扱う機関より独立性を低くした方がより適切な場合もあり、そういう意味では現行制度でも十分なはずです。  

ところが法務省の説明では、あろうことか公権力の問題についての勧告を、私人間の問題にまで拡大解釈して、３条委員会設

置の根拠としています。  

このような強引かつ恣意的な手法は、最大限尊重すべき人権である「表現の自由」に対する配慮がこの法案では全くなされて

いないこと、そして、私人間の問題について新たな機関を設置する必要性がないことを法務省自身がよく分かっていることの、

何よりの証拠であると言えます。 

  

３．人権侵害の定義は目安にすぎないため、恣意的な運用の恐れが非常に大きく、自由な言論を抑圧する危険性があります  

 

法務省は人権侵害の定義を「司法手続きにおいても違法とされる行為」としています。 



しかし、「司法手続きにおいて違法とされるかどうか」は、慎重な審理を経た裁判で判決が出て初めて分かることであって、

それ以前の段階で人権委員が簡易・迅速に判断するなど、現実には不可能なはずです。 

結局、法務省発表の人権侵害の定義は一つの目安としての意味しか持たなくなるため、裁く側に都合のいい解釈を許し、恣意

的な運用につながります。  

 

現行の制度でさえ、外務省主催の意見交換会において在日外国人の特権について批判的な意見を述べただけで、「人権侵害」

に当たるとの告発がなされ呼び出しを行った実例があります。 

つまり法務局では、何が「人権侵害」に当たるのかろくに検討もしないまま呼び出しを行っていたということです。 

このほか、人権救済のための制度であるはずの児童相談所やＤＶ防止制度が悪用され、証拠に基づく調査もないまま児童虐待

やＤＶをでっち上げられる事案も発生しており、新制度創設以前に、現行の人権救済制度の改善が急がれています。  

 

定義の諸問題について、法務省は「罰則はなく、調査も任意だから問題はない」と説明します。 

しかし一般の市民からすれば、公的機関から呼び出しや勧告、削除要請などを受けただけでも大きな脅威となります。 

しかもこれが頻繁に行われるようになれば、表現行為に対する重大な萎縮効果が生まれるでしょう。 

このことは、法的拘束力もない国際的な勧告にさえ「勧告があるから新しい機関を作らなければならない」という、強迫観念

とさえ言えるほどのプレッシャーを感じている法務省の態度そのものが証明しており、疑問の余地はありません。 

   

このように、たとえ罰則などがなくとも、人権侵害の定義や、現行の人権救済制度の運用実態などに問題がある以上は、この

法案が表現の自由をこれまで以上に脅かすものであることに何ら変わりはないのです。 

 

４．差別助長行為の定義は過度に広範かつ不必要で、恣意的な拡大解釈の危険性があります 

 

法務省は人権侵害とは別に「差別助長行為」も、調査や勧告などの対象としています。 

しかし、差別助長行為の定義も分かりにくいため、想定外の解釈を引き起こす恐れが大きく、解釈次第では「○○国は日本人

を拉致している」といった発言も差別助長に当たると判断される可能性も否定できません。 

要件として「差別助長の目的」が必要であるとされていますが、実際に基準とされるのは被疑者本人の意思ではなく「裁く側

にどう映ったか」、いわば裁く側の胸三寸であり、恣意的運用を防ぐための歯止めとしては明らかに不十分です。 

このような定義のまま「差別助長行為」を規制の対象とする根拠規定ができれば、目的の有無にかかわらず削除要請や勧告が

行われる事例が多発する可能性も高まり、自由な表現行為を過剰に抑圧する結果となります。  

 

そもそも、「差別助長行為」という類型を新たに設けて規制する必要性を、法務省は全く説明していないのです。 

このような広範な定義を新しく設ける必要があると言うのなら、どれほど多くの「差別助長行為」が現行法では解決できてい

ないかを、事例とともに数字を上げて具体的に説明すべきではないでしょうか。 

法務省が具体的な必要性を全く説明できないことは、もともと広範な定義で規制する必要性などないことを意味し、ひいては、

規制する必要性のない事例にまで拡大して適用する目論見さえ疑われます。  

 

５．法案制定により、法務省の天下り先確保につながるのではないかと指摘されています    

 

平成２３年１２月６日の衆議院法務委員会でも城内みのる議員が指摘されたように、新たな人権救済機関ができれば、各地域

に作られた事務局など、法務省ＯＢの天下り先確保にもつながるのではないでしょうか。   

 

法案の必要性について説得力のある説明が全くできていないにもかかわらず、機関の暴走や言論抑圧の危険性が高いことが明

白な法案の制定をこれほどまでに急ぐのは、天下り先確保を視野に入れていると考えれば納得のいく説明がつきます。   

実際、天下りの可能性を指摘する城内議員の質疑に対し、平岡元法相も具体的根拠を上げて否定することはできませんでした。 

 

本法案が、必要性がないばかりか大きな弊害をもたらすものであることは、以上のように誰の目にも明らかなことです。  

その上、法務省の利益追求のために国民の税金が投入されるとしたら、それこそ表現の自由のみならず財産権に対する重大な

権利侵害にもなりかねません。  

 

法案の成立はもちろんのこと、国会提出そのものが許されざる暴挙であり、断固反対いたします。 


